
時間外労働に関する協定届（三六協定）の書き方 様式：2014.10.02

＊１　残業時間の限度時間 ＊２　特別条項付き三六協定
残業の限度基準は、それぞれの期間によって次のように定め 残業には限度時間がありますが、どうしても限度時間を超えて時間外労働をしなければならない
られています。 ことはあります。

この場合は、その残業が臨時的なものであれば、「特別条項付き三六協定」を結ぶことにより

合法的に残業を行うことができます。

1週間 15 14 ＜特別条項付き三六協定で定めるべき事項＞

2週間 27 25 ・残業の限度時間を超えて残業を行わなければいけない場合の事情

4週間 43 40 →　　例：　ただし、製茶工場への茶の生葉集荷が、工場の荒茶製造能力を超えてしまった

１ヵ月 45 42 ような場合

２ヵ月 81 75 ・限度時間を超えて残業をさせる手続方法

３ヵ月 120 110 →　　例：「労使の協議を経て、」

１年 360 320

・限度時間を超えることができる回数など

→　　例：　　この場合、延長する回数は、６回までとする。

　　　　　　　　延長時間が１ヶ月４５時間を超えた場合の割増賃金は２５％とする。

＜特別条項として「臨時的」＞

予算、決算業務 特に事由を限定せず、業務の都合上必要、業務上やむを

ボーナス商戦に伴う業務の繁忙えない、使用者が必要と認めるとき

納期のひっ迫 年間を通じて適用されることが明らかな事由

大規なクレームへの対応

機械のトラブルへの対応。

期間

・あらかじめ決めた限度時間を超えた場合の残業の限度時間（いわば、２番目の天井）

臨時的と認められるもの（例） 臨時的と認められないもの

一般（右以外） １年単位の変形労働時間制の場合

残業の限度時間（単位：時間）

→　　例：１週間２４時間以内、１ヶ月９６時間以内までこれを延長することができる。

【三六協定の締結と届出】

三六協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。

別々の場所に工場や支店がある場合は、協定を締結し、それぞれの所

在地を管轄する労働基準監督署長に届け出します。

起算日を記入します。
最長1年まで。
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・ 「三六協定書」は、時間外労働や休日労働の労使協定です。
労働時間は、1日8時間、週40時間が原則です。これを超えて労働させる場合や休日に
労働させる場合は労働基準監督署に「三六協定書」を提出します。

・ 残業には、限度基準が決められています。
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